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どんなとき 届 出 先 いつまでに
転入したとき
転出するとき

市町窓口へ
市町窓口へ
喪失した理由が分かるもの
を持って市町窓口へ

14日以内
すみやかに

すみやかに

すみやかに

14日以内

事故証明書等を持って
市町窓口へ

市町窓口へ

資格を
喪失したとき
交通事故などに
あったとき
被保険者が
亡くなったとき

※届出者の本人確認ができるものを持参してください。届出内容によっては委任状等が必要と
なる場合がありますので、あらかじめ市町の窓口に電話等で確認することをおすすめします。
※当パンフレットは、法令および厚生労働省資料などをもとに作成しています。今後、制度改正
などにより内容が変更となる場合があります。

令和８年２月

0879-26-1360長寿保健課



フレイルとは、加齢に伴い心身の活力（筋力や運動能力、認知
機能、社会とのつながり等）が低下した要介護の手前の状態を
いいます。フレイルは日常生活の工夫で予防・改善が可能です。

「フレイル」をご存じですか？

フレイル予防は「栄養」「運動」「社会参加」の３本柱を意識！
○バランスよく、しっか
り食べましょう。

　また、毎日の口腔清掃
と定期的な歯科受診、
お口の体操などを取り
入れ、お口の機能を維
持しましょう。

○人との交流や社会活動
に参加することを心が
けましょう。

　地域の行事などに参加
し、地域とつながるこ
ともフレイル予防に役
立ちます。

地域の人との交流など

◆ 後期高齢者医療制度

資　格

◆ 被保険者

◆ 自己負担割合

◆ マイナ保険証など

◆ 認定証など

給　付

◆ 自己負担限度額など

◆ 交通事故などにあったとき

　 被保険者が亡くなったとき

　 災害などにあったとき

◆ 保険が使用できる治療

保険料

◆ 保険料について

◆ 保険料の軽減

◆ 保険料の納付方法

◆ 保険料は大切な財源です

◆ よくある質問（保険料）

保健事業

◆ 保健事業について
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○筋力低下を防ぐために、
掃除、買物などの生活
活動を積み重ねたり、
散歩などの運動を意識
して増やしましょう。



及び

後期高齢者医療制度で使用していた資格確認書など

　高齢化の進展に伴い医療費が増大する中、現
役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で
分かりやすい制度とするため、７５歳以上の高
齢者を対象に、それまで加入していた医療保険
から独立した制度として、平成20年４月に創
設されました。

資格確認書などの引渡し 又は

（手続きは下記をご覧ください。）



昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び
同じ世帯の被保険者の方の、基礎控除後の総
所得金額等の合計額が210万円以下となる
場合、現役並み所得者（3割負担）の対象外と
なります。（申請不要）

以下の１と２の両方に該当する被保険者
１．住民税課税所得※1が２８万円以上１４５万円未満の被
保険者及び同一世帯に属する被保険者

２．「年金収入※2」と「その他の合計所得金額※3」の合計が
・被保険者が１人の場合　　：　　２００万円以上
・被保険者が２人以上の場合：合計３２０万円以上

住民税課税所得が690万円以上の被保険者
及び同一世帯に属する被保険者

住民税課税所得が380万円以上690万円未満
の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

住民税課税所得が145万円以上380万円未満
の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

旧ただし書き所得

下記の条件に該当する被保険者は、申請して
認定されると現役並み所得者（３割負担）の対象
外となります。ただし、対象となる収入の額を市町
又は広域連合において確認できる場合は、申請
が不要です。

（１）世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入※4

額が383万円未満
（２）世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の

収入合計額が520万円未満
（３）世帯に被保険者が1人で、収入が383万円

以上であるが、同じ世帯に70歳～74歳の方
がいる場合、その方を含めた収入合計額が
520万円未満

基準収入額適用

３割負担の対象外となる
場合があります

※1,2,3,4については６ページをご覧ください。

区　

分　

Ⅰ

現役並み所得者(以下、現役並み)、一般Ⅱ、区分Ⅱ、
区分Ⅰのどれにも該当しない被保険者

被保険者の世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに
該当しない被保険者

被保険者の世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の
いろいろな所得金額（年金所得は控除額を８０６，７００
円（所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上
限10万円を控除する。）として計算）が0円になる被保
険者又は老齢福祉年金を受給されている被保険者
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Ⅲ



※1 住民税課税所得とは
所得（収入※4から必要経費等の収入ごとの法定控除を行った額）
から地方税法上の各種控除（社会保険料控除など）を行った額のこと
です。詳しくは、お住まいの市町税務担当課へお問い合わせください。

※2 年金収入について
公的年金等の総支給額（税や保険料等が差し引かれる前の額）のこと
です。公的年金等控除は行いません。また、「年金収入」には遺族年金
や障害年金は含まれません。

※3 その他の合計所得金額とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた
後の金額のことです。

※4 収入とは
収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて収入に含ま
れます。
例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除
するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。

年少扶養控除など

前年の（１月～７月は前々年）12月31日時点で世帯
主であり、世帯に所得※が38万円以下の0歳から
18歳の方がいる被保険者の場合、下記の金額を
住民税課税所得から控除した額で判定します。

マイナ保険証など     

　自己負担区分が「区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱ」（4ページ
参照）に該当する方は、医療機関等の受診時に「マイナ保険
証」又は限度区分が記載された「資格確認書」を使用する
ことで、窓口負担額が自己負担限度額（11ページ参照）まで
抑えられます。
　限度区分が記載された「資格確認書」をお持ちでない方
は、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口にて申請して
ください。後期高齢者医療制度加入前の健康保険で、認定
を受けていた場合でも、再度申請が必要です。

　令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は廃止さ
れ、「マイナ保険証（健康保険証の利用登録をしたマイナン
バーカード）」又は「資格確認書（被保険者証の代わりとな
るもの）」をご利用いただくようになりました。

◆「資格情報のお知らせ」とは、自身の資格情報を、
簡易に確認できる書面です。ただし、「資格情報の
お知らせ」のみでは受診できません。
◆マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診
が困難な方については、申請により資格確認書を交
付します。
◆毎年7月に新しい資格確認書又は資格情報のお知ら
せを送付します。
◆75歳になる方には、誕生日までに資格確認書又は資
格情報のお知らせを送付します。

令和６年１２月２日から
令和8年７月の一斉発送前まで

85歳以上の方
➡マイナ保険証の有無にかかわらず、

「資格確認書」を交付

84歳以下の方
➡マイナ保険証の利用実績※に応じて、

「資格確認書」を交付

令和8年７月の一斉発送から

上記の期間は、マイナ保険証の
有無にかかわらず「資格確認書」
を交付

限度区分認定について

※マイナ保険証を直近１年間において６回以上利用し、かつ概ね直近３か月以内に
　おいて利用実績がある方は「資格情報のお知らせ」を交付します。



一 般 Ⅱ
一 般 Ⅰ

負担割合

3割

2割

1割

　厚生労働大臣が定める疾病（特定疾病）の療養
を受ける方は、お住まいの市町後期高齢者医療担
当窓口に申請することで、その疾病の治療に関し、
一医療機関等につき限度額が月額1万円になる
「特定疾病療養受療証」を交付します。なお、特定疾
病の認定を受けた方がマイナ保険証を利用する場
合は、「特定疾病療養受療証」の提示がなくても該当
疾病にかかる自己負担額は限度額までとなります。

　毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
に後期高齢者医療保険と介護保険の両方で、自己
負担がある世帯のうち、世帯の自己負担の合算額
から下記の限度額を差し引いた金額が501円以
上となった場合、限度額を超えた部分が「高額介
護合算療養費」として支給されます。
　支給が見込まれる方には、申請書類をお送りし
ますので、必要事項をご記入のうえ、お住まいの市
町後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
　申請できる期間は、原則として2年間です(起
算日については、お住まいの市町後期高齢者医
療担当窓口又は広域連合でご確認ください。)。

※他の医療保険制度で「特定疾病療養受療証」を持っていた
方も、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口で申請が必
要です。また、資格確認書の交付対象の方は、申請により資格
確認書に特定疾病区分を併記することができます。

該当する疾病は下記のとおりです。

⑶抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不
全症候群（HIV感染を含み、厚生労働大臣
の定める者に係るものに限る。）

⑵血漿分画製剤を投与している先天性血液 
凝固Ⅷ因子障害又は、先天性血液凝固 Ⅸ
因子障害（いわゆる血友病）

⑴人工透析を必要とする慢性腎不全

高額介護合算療養費



７５歳の誕生日を迎えた方（１日生まれの方を除く。）の誕生月については、誕生日
前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額
は、表中の半額になります。ただし、障害認定により月の途中で後期高齢者医療制
度に加入した場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療保険とのそ
れぞれで高額療養費の自己負担限度額が適用され、それぞれの保険で限度額上
限まで負担する場合があります。
《　》内は診療月を含めた直近12か月間に「外来＋入院（世帯単位）」の高額療養費
の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です。（多数回該当）
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険（他都道府県の後期
高齢者医療制度、国保、健康保険、共済組合）で該当していた回数は含みません。
1年間の計算期間（毎年8月1日から翌年7月31日まで）のうち、基準日（計算期間
の末日）時点で負担割合が、1割若しくは2割であった月の外来の自己負担額を合
算し、【144,000円】を超えた場合に、その超えた額が後日支給されます。

※1

※2

※3

次の点にご注意ください
　入院時の食費・居住費や保険の対象にならない
差額ベッド代、自由診療等は高額療養費の対象と
なりません。

　月の１日から末日までの１か月ごとの医療費(医
科・歯科・調剤・療養等)が高額になった場合、自己負
担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給
されます。
　振込先口座の登録がない方には、高額療養費に
該当した際に申請書をお送りしますので、必要事
項をご記入のうえ、お住まいの市町後期高齢者医
療担当窓口に申請してください。
　なお、一度申請していただくと、その後は申請さ
れた口座に自動的に支給されます。振込先の口座
の変更がない限り、再度申請する必要はありませ
んので大変便利です。
　年齢到達等で後期高齢者医療制度に加入され
ましたら、高額療養費受取口座を事前申請されるこ
とを推奨しています。

◆高額療養費の支給は、診療月から3か月後以降
　となります。 
◆申請期間は、原則として、診療月の翌月の1日から
　２年間です。

※令和８年１月２２日現在の状況で
　作成しております。



※香川県では、自転車損害賠償保険への加入が義務付けられています。
※年齢を問わず全ての自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用が努力
義務化されています。

　最近、高齢者ドライバーによる交通事故や自転車での接触
事故などが増えています。交通事故で加害者になれば、被害
に遭われた方に対して高額の損害賠償が必要となることも
あります。自転車に乗る際は、ヘルメットや反射材等を身に
つけ、自身の安全を図るとともに、自動車保険（上乗せ保険）
や自転車保険に加入し、万一の事故に備えましょう。

　被災等の特別な事情で、利用し得る資産（預貯金を含む）等の活
用を図ったにもかかわらず、医療費の一部負担金の支払いが困難と
なった場合は、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口で申請し、
認められると一部負担金の減免等を受けることができます。
　早めに、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口又は広域連合
までご相談ください。

●保険の資格を確認できるもの

　そのため、医療機関等を受診する際に、必ず、お住まいの
市町後期高齢者医療担当窓口又は広域連合に申し出てい
ただくとともに、「第三者行為（交通事故等）による傷病届」
を提出し、示談する場合は事前にご相談ください。

※1  一部の医療機関では、470円の場合があります。
※２  老齢福祉年金受給者、境界層該当者。
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※入院時食費の自己負担は令和８年度中に改定が予定されています。

※入院時食費と居住費の自己負担は令和８年度中に改定が予定されています。



　下記の場合については、いったん全額自己負担した
後に、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口で申請
します。認定されると自己負担額以外の部分が「療養費」
として支給されます。 
●保険の資格を確認できるものを持たないで診療を
　受けたとき
●海外渡航中にやむを得ず治療を受けたとき
　(治療目的の渡航は除く。)
●医師の指示で、コルセットなどの治療用装具を
　つくったとき
●医師の同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸など
　の診療を受けたとき

保険

保険



*1賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額（社会保険料控除等の各
種控除前の金額）及び山林所得金額並びに株式・土地建物等の譲渡所得金
額等(退職所得金額を除く)の合計額から地方税法に定める基礎控除額43
万円*2を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

*2合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小さ
れます。

　保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。被保険者の
みなさんが、病気やケガ等で医療機関等にかかるときに必要
な医療費の大切な財源です。 　同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和7年中の総所得金額

等の合計額が軽減判定基準額以下の場合には、均等割額を下記
のとおり軽減します。

・軽減判定は、賦課期日の世帯状況で判定します。判定日以後に世帯状況に異動があった
場合でも、年度途中の再判定は行いません。
・６５歳以上の方は、公的年金所得について最大１５万円を控除します。
・軽減判定所得には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
・波線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に年金・給与所得者(次の(1)～(3)のいずれ
かに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。
 　(1)給与収入額が55万円を超える方
 　(2)65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える方
 　(3)65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方
・軽減判定所得の対象者が未申告である場合、正しく判定ができないため、軽減が適用
されない場合があります。

負担なし所得割額

　被保険者の資格を取得した日の前日に、被用者保険※の被扶養者であった方
は、保険料が軽減されます。
　なお、低所得による均等割の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優
先されます。

※被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です（国民健康
保険、国民健康保険組合は除く)。

加入から2年を
経過する月まで

加入から
2年経過後

5割軽減 軽減なし均等割額

・賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になった方は、資格取得
日が賦課期日になります。

・年度途中で資格取得又は喪失したときは、月割りで計算した保険料にな
ります。

被扶養者であった方の軽減

軽減の割合 均等割額

１０万円×(年金・給与所得者の数ー１)以下

(31万円×世帯の被保険者数)+
１０万円×(年金・給与所得者の数ー１)以下

(57万円×世帯の被保険者数)+
１０万円×(年金・給与所得者の数ー１)以下

軽減判定基準

１６，２４０円

２９，０００円

４６，４００円

7割
令和８・９年度については、高齢者の医療の確保に関する法律第１８条に基づく７割軽減に加え、
国の交付金により、更に０.２割の減額を行っています。

軽減の割合 均等割額

１０万円×(年金・給与所得者の数ー１)以下

(31万円×世帯の被保険者数)+
１０万円×(年金・給与所得者の数ー１)以下

(57万円×世帯の被保険者数)+
１０万円×(年金・給与所得者の数ー１)以下

軽減判定基準

390円

650円

1,040円

7割

【医療分】

【子ども分】

　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担
する「所得割額」の合計額になります。また、令和８年度より施行される「子ども・
子育て支援金制度」に伴い、従来の医療保険料分（以下「医療分」）とともに、子
ども・子育て支援金分（以下「子ども分」）も後期高齢者医療保険料に合わせて
納付いただくことになります。

医療分 保険料（年額）
限度額
85万円

（１００円未満切捨て）

均等割額
５８，０００円
被保険者
1人あたり

所得割額
賦課のもととなる
所得金額
×

所得割率　９.９３％

子ども分 保険料（年額）
限度額
2.1万円

（１００円未満切捨て）

均等割額
１，３００円
被保険者
1人あたり

所得割額
賦課のもととなる
所得金額
×

所得割率　０.２５％

年間保険料 医療分 保険料
 

子ども分 保険料

＝

＝

＝

+

+

+

＊1



　お住まいの市町税務担当課から提供される前年の所得情
報をもとに算定された保険料は、広域連合において賦課決
定を行い、毎年7月中旬頃にお住まいの市町保険料徴収担
当課から保険料額決定通知書が送られてきます。
　保険料額決定通知書に納付方法が記載されていますので、
必ずご確認ください。
　年度途中で75歳になった方など、新規に資格取得した場
合は、資格取得日の属する月の翌々月に送られてきます。

　納付方法が特別徴収に変更になる時期は、保険料額決定
通知書でご確認いただくか、お住まいの市町保険料徴
収担当課へお問い合わせください。

○国民健康保険料（税）の納付方法が特別徴収だった場
合でも、最初の一定期間は納付書等で納めていただき
ます。

　お手続きなど詳しくは、お住まいの市町保険料徴収担
当課へお問い合わせください。

保険料額決定通知書

保険料徴収方法の判定例

　保険料は、お住まいの市町保険料徴収担当課に納めて
いただきます。
　保険料の納付方法は、年金(介護保険料が引かれている
年金)から天引きされる「特別徴収」と、納付書等で納める
「普通徴収」があります。後期高齢者医療制度では、「特別
徴収」による納付が原則となりますが、お住まいの市町保険
料徴収担当課で特別徴収・普通徴収の決定を行います。

老齢基礎年金80万円、老齢厚生年金200万円(年金合計
280万円)を受給し、他に不動産所得が120万円ある方で、
介護保険料年額が140,000円(注)を年金から差し引かれ
ている場合
(注)介護保険料はお住まいの市町によって異なります。
①まず、上記の年金収入280万円、不動産所得120万円の
場合、後期高齢者医療保険料等は年額３１０，６００円にな
ります。
②老齢厚生年金の受給額の方が多いですが、特別徴収対
象年金では、老齢基礎年金がもっとも優先されますので、
老齢基礎年金の額をもとに徴収方法(特別徴収又は普
通徴収)の判定をします。
③老齢基礎年金受給額(80万円)の２分の１の額※と、
後期高齢者医療保険料等と介護保険料との合算額 
(４５０，７００円) とを比較し、判定を行います。

※お住まいの市町保険料徴収担当課における判定の際は、1回当たりの年金受給
額に対して、実際に徴収される予定の1回当たりの介護保険料と後期高齢者医
療保険料等の合計額が2分の1を超えるかどうかで判断します。

判定の結果、後期高齢者医療保険料等の徴収方法は
普通徴収となります。

４５０，６００円
(後期高齢者医療保険料等+介護保険料)

４００,０００円
(老齢基礎年金受給額(80万円)×1/2)

※特別徴収から納付書による納付への変更はできません。
※口座振替に変更後、滞納が続いた場合は、特別徴収へ戻ることがあります。

又は

等



医療費の全額をいったん負担することとなる
「特別療養費の支給」に変更する場合があり
ます。

※

　被災等の特別な事情で、利用し得る資産(預貯金を含む)
等の活用を図ったにもかかわらず、保険料の納付が困難にな
った場合は、お住まいの市町保険料徴収担当課窓口で申請
し、認められると保険料の減免を受けることができます。
　早めにお住まいの市町保険料徴収担当課窓口又は広域
連合までご相談ください。

※特別徴収から口座振替に変更する場合は、お住まいの市町保険料徴収
担当課への申し出が必要となります(金融機関等への申し込みのみで
は、要件に該当すれば、特別徴収に変更されますのでご注意ください。)。

　お住まいの市町保険料徴収担当課から送られてくる
納付書又は口座振替で納めていただきます。(毎年7月から
翌年2月までの年8回)
　特別徴収の要件に該当しない場合は、納付方法が普通
徴収になります。(18～19ページを参照)
　なお、国民健康保険料(税)の振替口座は引き継がれません。
改めて、口座振替の手続きが必要です。 納期限までに納付された方との公平を図るため、

延滞金が加算される場合があります。

（例１：被保険者の対象となる年金が年額１８万円未満である。）

等

（例２：

　お手続きなど詳しくは、お住まいの市町保険料徴収担
当課へお問い合わせください。
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起こって

及び

又は

若い

又は

又は

　毎年7月にお住まいの市町保険料徴収担当課
から保険料額決定通知書と一緒に送付されます。

　市町の各担当職員や広域連合職員が、電話でATMの
操作をお願いすることは、絶対にありません。
　少しでも不審に思ったら、いったん電話をおいて、
まずは、ご家族や警察などに相談するか、市町各担当
窓口又は広域連合まで、お問い合わせください。

後期高齢者医療保険料等は、



ジェネリック医薬品（後発医薬品）・バイオシミラー（バイオ後続品）とは、先発
医薬品・先行バイオ医薬品の特許が切れた後に販売される医薬品です。

●休日や夜間に、救急医療機関等で受診しようとする場
合、平日の時間内に受診することができないか、もう一
度考えてみましょう。（緊急患者が優先的に受診できる
ようにしましょう。）

●かかりつけ医を持ち、気になることがあれば、まず、かか
りつけ医に相談しましょう。
●複数の医療機関等に同じ病気で受診することは、控え
ましょう。（検査や投薬の重複により、かえって体に悪
影響を与えてしまう心配があります。）

先発医薬品・先行バイオ医薬品と

(ジェネリック医薬品のみ)

　令和8年4月1日時点で、75歳・80歳の節目の方を対
象に、歯周病のチェックと共に、嚥下機能や滑舌等の
検査を実施しています。通知が届きましたら、指定歯科
医院で受診しましょう。

　現在国内で臓器移植を待っている人
は、約16,000人です。そのうち移植を
受けられる人は、今はまだ約4％です。

　現在、服薬をされている方の内、ジェネリック医薬品に変更
した場合、1か月300円以上の自己負担の軽減になる方に、
「差額通知」を送付しています。　ご自身の健康状態を知り、生活習慣病の発症・重症化

予防、フレイル予防等の健康管理のために、健康診査を
受診しましょう。
　住所地特例により、県外のサービス付き高齢者向け住
宅（特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス
事業の指定を受けていないものに限る）に入居されてい
る方で、健康診査を受診されたい方は、事前に広域連合
までご相談ください。
　保険者が変更すると、自動的に前の保険者から健診
データが移行されます。健診データの自動的な引継ぎに
同意できない方は、不同意の書類提出が必要です。ま
た、健診結果は、マイナポータル(オンライン資格確認シ
ステム)から閲覧することが、可能になりました。

　対象者に通知を送付し、希望者のお宅を委託した保
健師又は管理栄養士が訪問し、健康・介護保険等につい
ての相談（無料）を行っています。

　複数の医療機関から多くの薬を服用されている方等に
通知を送付し、同種同効の重複等、副作用の恐れがない
か、指定薬局でのお薬の相談（無料）を実施しています。

　被保険者のみなさんが、医療機関等での治療等にか
かった医療費の実情や、ご自身の健康に対する理解を深
めていただくため、年１回「医療費のお知らせ」を送付し
ています。

ジェネリック

「ジェネリック医薬品差額通知」の送付 

ジェネリック医薬品・バイオシミラーを使用する人が増えています！

ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特
別の料金をお支払いいただきます。ジェネリック医薬品に変更を希望される
方は、医師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品・バイオシミラー（バイオ後続品）のメリット

資格確認書に設けています。

又は
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